
令和 7年 10月 30日 

保護者様 

武蔵野大学附属幼稚園 

園長 村田 悦子 

学校感染症に伴う登園届提出のお願い 

（インフルエンザ・新型コロナウイルス・その他） 

 

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が

定められています。下記感染症の出席停止の間は、ご家庭で静養してください。出席停止期間

を過ぎて登園可能となりましたら、別紙の《登園届》に記入・押印をして担任までお届けくださ

い。 

 

【出席停止期間の基準】 

病名 出席停止の期間 

インフルエンザ（特定鳥インフル

エンザ及び新型インフルエンザ等

感染症を除く。） 
治癒するまで 

 

新型コロナウイルス感染症 

溶連菌感染症 

全身状態が悪いなど、医師の判断で出席停止を要する場合など 

手足口病 

伝染性紅斑 

ヘルパンギーナ 

マイコプラズマ感染症 

感染性胃腸炎（嘔吐・下痢）ロ

タウイルス・ノロウイルス 

※発症した日や症状が軽快した日は「0日目」と数えます。 

※解熱した日の翌日を「１日目」とします。 

※「アタマジラミ」「水いぼ」「伝染性膿痂疹（とびひ）」は通常、出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症です

が、発症している場合は園にお知らせください。 

 

 
幼稚園は幼児が集団で長時間生活を共にする場です。 

感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、上記感染症

について登園許可証明書の提出をお願いいたします。 

感染力のある期間に留意し、子どもの健康回復状態が集団での幼稚園生活が可能な状態となってからの

登園となるようにご配慮ください。 



 

 

受診した医療機関  

病名  

受診日 令和 年 月 日 

発症日 令和 年 月 日 

医師の診断による 

療養期間 
令和   年   月   日 から 令和    年   月   日 

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新

型インフルエンザ等感染症を除く。） 

感染性胃腸炎（嘔吐・下痢）ロタウイルス・ノ

ロウイルス 

新型コロナウイルス感染症 アタマジラミ 

溶連菌感染症 水いぼ 

手足口病 伝染性膿痂疹（とびひ） 

伝染性紅斑  

ヘルパンギーナ  

マイコプラズマ感染症  

登園届 （保護者が、医師に確認の上、記入してください） 

（宛先）武蔵野大学附属幼稚園 園長殿 

組  氏名 

医療機関にて下記の診断を受けましたが、療養期間が終わり医師からの登

園許可が出ましたので、本日より登園を再開いたします。 

令和 年 月 日 

保護者名                             印                             

【登園届感染症一覧】 


